
令和７年度採用　広川町会計年度任用職員（専務的パートタイム） 

採用試験実施案内【随時募集】 

 

【応募期間】　随時募集とします 

 

【応募資格】　年齢不問、Excel・Word の基本的な操作ができる人、普通運転免許を有す

る人、その他専門職等は有資格者などの諸条件 

※詳しくは、「募集一覧」をご覧ください 

 

【任用期間】　任用日～令和８年３月３１日 

　　　　　　　（ただし、勤務成績が良好で次年度も該当の職が継続する場合には再度任

用されることがあります） 

 

【勤務条件】　原則土曜日、日曜日、祝日休み(勤務を要する場合もあります) 

週 31 時間勤務、期末手当・勤勉手当・通勤手当（2㎞以上）・時間外手当・

有給休暇・特別休暇・社会保険・雇用保険・公務災害・福利厚生制度有（月

額報酬については本町での職務経験により、「募集一覧」記載の金額の範囲

内で決定します） 

 

 

【任用職種】　 

①社会福祉士（地域包括支援関係業務） 

②保健師（健診関係業務） 

③管理栄養士（健診関係業務） 

 

※各職種の業務概要の詳細は「募集一覧」を参照してください 

 

 

 

【書類選考】　申込書を提出された後、書類選考を行います。書類選考の結果及び試験案

内については通知いたします。 

 

【試験日】　　書類選考の結果、試験を実施する場合にのみ試験日を随時調整いたします。 

 

 

 

 

 



【試験内容】　 

 

【申込書の入手方法】 

 

【試験会場】　広川町町民交流センター「いこっと」２階 

 

【試験内容】　作文試験・面接試験 

 

【合格発表】　２月１９日（月）の予定（※詳細は試験日にお知らせします） 

 

【更新制度】　①良好な勤務成績、②業務等の状況によりその職が必要とされる場合、以

上、両方の条件を満たす場合に更新することになります。 

【申込み方法】 

 

 

 

 

【受験申込】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

（１）下記の地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する人は、受験できません。 

① 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

② 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 試　　験　　日 試　験　種　目 試　験　会　場

 
期

日

等

書類選考後 

随時調整いたします
面接試験

広川町役場 

※会場については試験案内時

に通知します。

【広川町役場窓口で受け取る】 

受験を希望される担当課窓口においでください。（土曜・日曜・祝日を除く。８時３０分～

１７時１５分） 

【広川町のホームページからダウンロード】 

無地のＡ４サイズ白色紙（感熱紙は不可）に黒インクで印刷してください。 

【郵送で取り寄せる】 

ア．返信用封筒（長３封筒）を準備してください。表に送付先住所（あなたの住所）を書い

て、110 円切手を貼付してください。 

イ．別の封筒の表に「会計年度任用職員受験申込書請求」と朱書きし、中にアの「返信用封

筒」を入れて「広川町役場総務課総務係宛て」に郵送してください。 

ウ．郵送の往復に日数がかかりますので、早め（受付期間以前）に請求してください。

｢広川町会計年度任用職員（専務的パートタイム）受験申込書｣「資格を証明する書類等（必要

な職種のみ）」については、次の①または②の方法で申込んでください。Ｅメールでの申込はで

きません。 

①直接お持ちいただく場合は、受験を希望する担当課の窓口へ提出してください。 

②郵送する場合は、封筒の表に｢受験申込｣と朱書きし「広川町役場総務課総務係宛て」、裏に

あなたの住所・氏名を書いて、郵送してください。※2月 6日の 17:15 必着です。 

※提出書類は返却しません。



（２）日本国籍を有しない人の受験資格等 

　① 就職が制限される在留資格の人は受験できません。 

　② 試験の方法及び内容 

筆記試験・面接等はすべて日本語による出題または質問です。それに対する解答・応

答もすべて日本語で行っていただきます。 

③ 採用後の担当業務等 

　　公権力の行使に該当する職種または公の意思の形成への参画に携わる職に就くことは

できません。 

　　○公権力の行使に該当する職種　　 

　　（例）町税の賦課・督促・滞納処分、建築物・建築工事等の立入調査など 

　　○公の意思の形成への参画に携わる職　 

　　（例）専決権をもった課長級の職など、町政方針や最終的な政策決定等に重大に関与

し、権限をもって意思決定を行う職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※試験当日の詳細については、書類選考結果に同封します。

◆ 試験や勤務条件に関する問合せ ◆ 

総務課総務係（0943-32-1255） 

◆ 業務内容や資格要件に関する問合せ ◆ 

各担当課にお問い合わせください 

　　　 

①　福祉課高齢者支援係地域包括支援センター 

（0943-32-1952） 

②・③　住民課健康係（0943-32-3502）


